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関西国際空港 輸入航空貨物の保税蔵置場保管料率表 

 

Ⅰ．無料保管期間 

無料保管期間は到着日の翌日の午前 8 時から２４時間とします。ただし、この２４時間内に年末年始の税

関休業日（12 月 29 日・30 日・31 日・１月 2 日・3 日）が含まれる時はこの期間が延長されます。 

 

Ⅱ．一般貨物保管料 

1．基本料金 

A． 無料保管期間経過後初日の料金 

1 個につき      10kgs 以内 150 円  

 11 ～ 50kgs 300 円  

 51 ～ 100kgs 450 円  

 101 ～ 300kgs 750 円  

 301 ～ 500kgs 1,500 円  

 501 ～ 1,000kgs 1,800 円 とします。 

 1,000kgs を超えるものについては   

    500kgs を増すごとに 560 円 を加算します。 

但し、1 件の最低料金は   300 円 とします。 

B． 基本料金の A 期間経過後 10 日間の料金 

100kgs またはその端数ごとに 

  1 日  1 個につき  180 円 とします。 

 

２．経過料金 

基本料金の B 期間経過後 15 日間の料金 

100kgs またはその端数ごとに 

  1 日 1 個につき 210 円 とします。 

但し、引取促進などの費用として 1 件につき 150 円  

を別途申し受けます。   

 

３．割増料金 

経過料金期間経過後の料金 

100kgs またはその端数ごとに 

  1 日 1 個につき 240 円 とします。 
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Ⅲ．従価保管料 

次の貨物については、前項に定める一般貨物保管料率に替えて、下表の従価保管料率を適用します。 

但し、一般貨物保管料が従価保管料を上回る場合には、一般貨物保管料が優先されます。 

■ 個別受託貨物のうち、航空手荷物及び本邦の税関空港の保税蔵置場以外の場所から保税運送により到

着する貨物 

■ 上記以外の個別受託貨物または航空会社から引渡しを受けた混載貨物のうち、寄託申込の際に当該貨

物の価額申告がなされ、従価保管料率の適用が選択された貨物 

一 般 貨 物 

搬入日より 20 日目まで 21 日目以降 

 

   ① \235 × 個数 × 日数 

   ② 申告価格 × １／1000 

 

 

   ③ \360 × 個数 × 日数 

 

 

   ①、②の合算額 とします。    ①、②、③の合算額 とします。 

貴 重 品 貨 物 

申告価格が１個当り 100 万円以下 申告価格が１個当り 100 万円以上 

 

   ① \ 200 × 個数 × 日数 

 

   ① \200 × 個数 × 日数    

   ② 申告価格 × １／20000 × 日数 

 

   ①の料金 とします。    ①、②の合算額 とします。 

 

【輸入航空貨物の保税蔵置場保管料率適用規定】 

(1) 料金、規定は関西国際空港 ANA Cargo 保税蔵置場における貨物取扱いに適用します。 

(2) 料金等については予告なしに変更する場合もありますので、詳細については下記連絡先に確認願います。 

(3) 各種料金項目の｢１件｣とは「１Air Waybill (Master または House)」をいいます。 

(4) 混載貨物が仕分けされた場合には、仕分け後の House Air Waybill 単位で取り扱います。この場合の保

管日数は、当該混載貨物が搬入された日に溯り計算します。 

(5) １個の重量に１kg 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。但し、１個の重量が１

kg に満たない貨物は、１個１kg として計算します。 

(6) １個あたりの重量とは、１件の総重量を個数で除した平均重量をいいます。 

(7) 混載貨物仕分代理店等が他の空港から運送して寄託する貨物については、この料率表の「Ⅰ．無料保管

期間」を適用いたしません。 

(8) 一旦引取られた貨物を再度お預りする場合は、この料率表の「３．割増料金」を適用いたします。 

 

（発効日）    本料金は２０１８年１月１日より発効します。 

株式会社 ANA Cargo 

TEL（搬入）０７２－４３４－８６８０ 

TEL（搬出）０７２－４３４－８７４０ 

FAX（共通）０７２－４５６－７７３1 
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関西国際空港 輸入航空貨物の保税蔵置場貨物取扱料金表 

 

Ⅰ．輸入蔵置場施設利用料 

1 件につき 

定額料金 780 円と重量比例料金 1kg 当たり７円の合計額とします。 

 

但し、ULD インタクト貨物については下記の料金を適用します。 

 

ULD1 台あたり       LD3（IATA Type6,7,8）    1,000 円 

Lower Deck ULD      2,000 円 

Main Deck ULD               3,000 円 

（16FT,20FT ULD は高さに関らず Main Deck 扱いとします。） 

 

  ＜ULD インタクト貨物の条件＞ 

   以下の全ての条件が満たされている貨物を「ULD インタクト貨物」として取扱います。 

・MAWB 上の総個数が実際の ULD 台数と同一であること。 

・ULD に積み付けられたまま解体されずに、航空会社から引き渡しを受けた状態で搬入およ

び搬出されること。（混載貨物が当保税蔵置場で仕分け処理された場合には、この条件に当

てはまらないものとして、ULD インタクト貨物料金は適用いたしません。） 

・到着日の翌日までに搬出されること。 

 

なお、料金の上限はいずれの場合にも                          12,000 円 とします。 

 

Ⅱ．特殊保管施設等使用料 

1 日 1 個につき 

(１) 貴重品    150 円 とします。 

(２) 危険物    150 円 とします。 

(３) 冷凍・冷蔵品 10kgs 以内 150 円  

  11 ～ 100kgs 180 円  

  101 ～ 300kgs 300 円  

  301 ～ 1,000kgs 500 円 とします。 

  1,000kgs を超えるものについては   

  1,000kgs またはその端数ごとに 100 円 を加算します。 

(4) 動物  150 円 とします。 

     

貴重品等の検品室使用料 1 件 1 時間につき 4,500 円 とします。 
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Ⅲ．その他の料金 

１．貨物の一時持出、内容点検、改装、仕分 その他の手入れ 

1 件 1 回につき 

1 件の重量が 100kgs 以内 1,000 円  

 100kgs を超え 500kgs 以内 2,000 円  

 500kgs を超え 1,000kgs 以内 3,000 円  

 1,000kgs を超えるもの 4,000 円 とします。 

 

２．時間外貨物搬出手数料 

次の時間内に貨物の搬出を行うとき 

        <時間帯>  

月曜もしくは週明けが休日の場合はその翌日 午後 9 時から翌日の午前 8 時 30 分まで 

上記を除く平日・土・日・祝日    午後５時から翌日の午前 8 時 30 分まで 

営業時間外 午後 10 時から翌日の午前 7 時まで 

 

        <料金>  

１件 １回につき 1,200 円 とします。 

但し、1 件の重量が 1,000kg を超えるものは 2,400 円 とします。 

 

営業時間外は、１件 １回につき 1,800 円 とします。 

但し、1 件の重量が 1,000kg を超えるものは 3,600 円 とします。 

 

なお、この料金表に定める「ULD インタクト貨物」については、本料金は適用いたしません。 

 

３．横持運搬料（含仮搬出入） 

 蔵置場と貨物合同庁舎間  1 件  1 回につき 

1 件の重量が 100kgs 以内 550 円  

 100kgs を超え 500kgs 以内 1,100 円  

 500kgs を超え 1,000kgs 以内 1,550 円  

 1,000kgs を超えるもの 2,000 円 とします。 

     

 

４．犬の飼育管理 

１檻  1 日につき                                                        600 円  とします。 

 

５．ULD 解体料金    

別表１の料金を申し受けます。 

 

６．特殊器材の使用料 

別表２の料金を申し受けます。但し、別表に記載のない作業については実費申し受けます。 

 

  7．優先取扱手数料 

   到着貨物の優先取扱い（搬送指示，解体、チェック，搬入登録）を行なうとき 

 

１件 １回につき 1,500 円 とします。 
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なお、取扱いに際しては、以下の条件を適用させていただきます。 

 

・航空機到着 30 分前までに、当社指定用紙へ必要事項記載の上、ファックスにてお申込み頂いたもの

を本サービスの対象といたします。 

   ・航空会社プライオリティ貨物、生鮮貨物、外交文書、新聞につきましては、お申込みを頂いた場合に

も本料金は適用いたしません。 

   ・特別な手配や慎重な取扱いが必要と当社が判断した貨物については、本サービス対象外とさせていた

だく場合があります。 

   ・1 件あたり 100 個以内の貨物につきましては、旅客機 120 分、貨物機 150 分までに NACCS 突

合しなかった場合には、本料金は適用いたしません。 

 

8．その他特別な作業又は手数を要するもの 

別表２の料金を申し受けます。但し、別表に記載にない作業については実費申し受けます。 

 

 

 

 

【輸入航空貨物の保税蔵置場貨物取扱料金適用規定】 

(1) 料金、規定は関西国際空港 ANA Cargo 保税蔵置場における貨物取扱いに適用します。 

(2) 料金等については予告なしに変更する場合もありますので、詳細については下記連絡先に確認願います。 

(3) 各種料金項目の｢１件｣とは「１Air Waybill (Master または House)」をいいます。但し、輸入保税蔵置

場施設利用料の件数は、搬出件数とします。 

(4) 請求金額に円未満の端数があるときは、切り上げて計算します。 

(5) １件の重量に１kg 未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算します。 

(6) １個の重量に１kg 未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。但し、１個の重量が１

kg に満たない貨物は、１個１kg として計算します。 

(7) １個あたりの重量とは、１件の総重量を個数で除した平均重量をいいます。 

(8) 「貴重品」及び「危険品」とは、ＩＡＴＡの規定に定めるもの及び税関又は航空会社から指示のあった

ものをいいます。 

(9) (イ)｢冷凍蔵品｣とは、冷蔵・冷凍の状態で保管されているものをいいます。 

(ロ) ULD 搬入貨物を１個口として特殊保管施設を利用される場合の料金は、内容個数にもとづき計算 

いたします。 

 

 

別表１ ULD 解体料金表 

別表２ 特別な措置・作業等料金表  

 

 

（発効日）    本料金は２０１８年１月１日より発効します。 

株式会社 ANA Cargo 

TEL（搬入）０７２－４３４－８６８０ 

TEL（搬出）０７２－４３４－８７４０ 

FAX（共通）０７２－４５６－７７３1 
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別表１ 

ULD 解体料金表 

 

TYPE OF CLASSIIFICATION       EXTERNAL DIMENSIONS CHARGE(\) 

RATING BASE DIMENSIONS HEIGHT BASE DIMENSIONS HEIGHT CONSOL GENERAL 

 Inch Inch cm cm   

１ 96 × 238.5 96 244 × 606 244 63,000 45,000 

２ 96 × 125 96 244 × 318 244 

31,500 22,500 

２A 88 × 125 96 224 × 318 244 

２AA 88 × 125 88 224 × 318 224 21,000 15,000 

２C 88 × 125 118 224 × 318 300 31,500 

22,500 

２D 88 × 125 86 224 × 318 218 21,000 

２H 96 × 125 118 244 × 318 300 42,000 

30,000 

 

※22,500 

３ 88 × 125 86 224 × 318 218 

21,000 15,000 ５ 88 × 125 64 224 × 318 163 

６ 60.4 × 125   64 153 × 318 163 

７Ａ 96 × 60.4 64 244 × 153 163 

10,000 7,500 

８ 60.4× 61.5 64 153 × 156 163 

※ ヨーロッパからの貨物 

ＣＯ ３ 58 × 83 76／45 147 × 211 193／114 

10,000 8,880 

ＣＯ ４ 58 × 83 75／41 147 × 211 191／104 

ＣＯ ５ 58 × 83 61／40 147 × 211 155／102 

ＣＯ ６ 42 × 83 75／66 107 × 211 191／168 

ＣＯ ７ 54 × 54  137 × 137 142 5,000 5,000 

ＣＯ ８ 41 × 58  104 × 147  114 3,000 3,000 

 

 

 

（発効日）    本料金は２０１８年１月１日より発効します。 

 

株式会社 ANA Cargo 輸入課 

TEL（搬入）０７２－４３４－８６８０ 

TEL（搬出）０７２－４３４－８７４０ 

FAX（共通）０７２－４５６－７７３1 
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別表２ 

特別な措置・作業等料金表 

 

区          分 関連作業等の料金 

１．申請又は届 １件につき    １，３００円 

２．外国貨物運送申告 １申告につき    ４，８００円 

３．諸証明書の発行 １件につき        ４００円 

４．諸手配 

   （ドライアイス・乾電池・特殊器材等） 

・１回につき           ７００円 

・ドライアイス、乾電池代         実  費 

５．改装・仕分・検品その他の手入れ 

    が営業時間外に及ぶとき 
１時間につき    １，３００円 

６．荷主の依頼による宝石類の検品・ 

    仕分等の立会 
１時間につき    ４，６００円 

７．貨物の積卸・仕分等の作業 
作業員１名１時間につき 

    ４，６００円 

８．フォークリフトの使用（器材のみ） １台１時間につき   ４，７００円 

９．保税蔵置場施設使用（方面別仕分作業等） 貨物１kg につき            ４円 

10．消毒作業 
・消毒（燻蒸）１回 １０，７００円 

・噴霧消毒  １回   ４，６００円 

11．ＡＶＩ関連 餌代１食        ４００円 

12．混載貨物仕分料金 

【同時仕分】１HAWB つき   ８５円 

【混載仕分（孫混載含む）】 

  ・100 ㎏以内      1，０００円 

 ・100kg を超え、500kg 以内 

    ２，０００円 

 ・500kg を超え、1,000kg 以内 

    ３，０００円 

 ・1,000kg 以上   ４，０００円 
  

【混載仕分け後のキャンセル/変更等】 

・100 ㎏以内      1，０００円 

 ・100kg を超え、500kg 以内 

    ２，０００円 

 ・500kg を超え、1,000kg 以内 

    ３，０００円 

 ・1,000kg 以上   ４，０００円 

【ＢＵＣ仕分】 

 ・同時仕分 解体料金のみ 

 ・混載仕分 解体料金＋混載料金 
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13．再計量作業 

１kg につき                   ７．０円 

・但し、1 件の最低料金は   １，０００円 

・Case No を指定する場合は、1Case ごとに 

５００円 

計量貨物の最大重量は６００ｋｇまで 

14．再計測作業 

１個につき           ５００円 

・但し、1 件の最低料金は  １，０００円 

・Case No を指定する場合は、１Case ごとに  

５００円 

15．木材梱包材廃棄手数料 

最初の 0.2 立法メートルにつき  

１，０００円 

その後 0.2 立法メートルを超えるごとに 

              １，０００円 

16．充電式コンテナへの充電サービス 

ULD1 台につき 1 日ごとに 

・LD3                    １，０００円 

・LD9             ３，０００円 

17．デジタルカメラ撮影サービス 
・1 件につき 10 枚まで   ４，６００円 

・11 枚以降 1 枚につき       １００円  

18．貨物確認サービス 

（保冷コンテナの温度・バッテリー残量確認等、 

 対応可能な範囲でご依頼を承ります） 

1 件につき 1 回ごとに   １，５００円 

19．指定スキッドへの解体および蔵置 

   （搬入前のご依頼に限らせて頂きます） 

1 件１個につき             ５０円 

但し、１件の最低料金は   ３，０００円 

 

（発効日）    本料金は２０１８年１月１日より発効します。 

 

株式会社 ANA Cargo 

TEL（搬入）０７２－４３４－８６８０ 

TEL（搬出）０７２－４３４－８７４０ 

FAX（共通）０７２－４５６－７７３1 

 


